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事件概要 判断の概要 判断の理由 

（１）令和２年(ワ)第4332号 
東京地方裁判所 
特許権侵害行為差止等請求事件 
原告：フィリップ  モーリス  プロダクツ 
ソシエテ  アノニム  
vs  
被告：ジョウズ・ジャパン㈱、 
アンカー・ジャパン㈱ 

実施形態の記載に基づく限定
解釈が否定された。 

・被告らは，本件明細書等の段落【００１３】，【００１４】，【図５】などを根拠として，上記の限定
を付した解釈をすべきであると主張する。  
・段落【００１３】（略）は，エアロゾルの発生態様についての好ましい形態を記述しているにすぎず，同
記載をもって，加熱要素の温度の上昇態様を限定するものと解することはできない。  
・段落【００１４】（略）は，第１段階において，設定された第１の温度に可能な限り早く上昇させるこ
とが望ましい旨を意味しているにすぎず，同記載をもって，電気作動式エアロゾル発生装置の動作開始後
に空白時間が生じないことや温度が連続的に上昇することを意味すると解することはできない。  
・【図５】は，（略）温度変化の一例を示したものにすぎず，同図面に依拠して，本件各発明が，第１
の温度に上昇するまでに意図的に低い温度設定をする場合を含まないと解することはできない。  

～クレーム解釈に関する裁判例～ 
www.harakenzo.com/jpn 
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